
都市計画市素案説明会

令和５年６･７月
横浜市

用途地域等の見直しについて
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■説明の流れ

１ 見直しの背景

２ 見直しの基本的考え方

４ 今後の都市計画手続

３ 都市計画市素案
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計画的で秩序のある市街地を形成するため、住居や商業、
工業といったそれぞれの土地利用の目的に応じて13種類に
分かれた地域のことで、建築できる用途や規模などに関する
一定のルールを定めたもの

■用途地域とは

住居系
用途地域

第一種低層住居専用地域
第二種低層住居専用地域
第一種中高層住居専用地域
第二種中高層住居専用地域
第一種住居地域
第二種住居地域
準住居地域
田園住居地域

商業系
用途地域

近隣商業地域
商業地域

工業系
用途地域

準工業地域
工業地域
工業専用地域

指定されている用途地域のルールに
あった建物を建てることができます。
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第一種低層住居専用地域 近隣商業地域

第二種低層住居専用地域 商業地域

第一種中高層住居専用地域 準工業地域

第二種中高層住居専用地域 工業地域

第一種住居地域 工業専用地域

第二種住居地域 本市では、
田園住居地域を指定していません。準住居地域

用途地域の
指定割合

（％）

◯市街化区域の約４割を第一種低層住居専用地域に指定
◯郊外部を中心に良好な住環境が形成

第一種低層住居専用地域

■現在の用途地域の指定状況 4
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約13,702ha



※上記以外にも、特定の地区において個別のまちづくりに合わせた用途地域の変更を適宜実施

年 度 見直しの主旨

昭和48年
(1973年)

都市計画法の改正により、
用途地域が４種類から８種類に細分化されたこと
などを踏まえた見直し

昭和60年
(1985年)

人口増加など当時の時代背景とともに、
「都市計画区域の整備、開発及び保全の方針」など
上位計画の改定等を踏まえた見直し

平成８年
(1996年)

都市計画法の改正により、
住居系の用途地域が３種類から７種類に細分化
されたことなどを踏まえた見直し

現行の都市計画法施行※以降の全市見直し（※昭和44(1969)年６月施行）

■用途地域の全市見直しの経緯・概要 5
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● 本市における用途地域の全市見直しは、
平成８(1996)年に実施して以来、25年以上が経過

● 昨今では、人口減少社会の到来や少子高齢化の
進行、建物の老朽化などの課題に加え、
新型コロナウイルス感染症拡大等によるライフ
スタイルの多様化など、社会情勢が大きく変化

市民の暮らしやすさの向上や多様な活動の実現等に
つなげていくため、

今回、土地利用規制の根幹である用途地域等を見直す

■用途地域等の見直しの背景 7



横浜市都市計画審議会
< 用途地域等の見直しの基本的考え方について›

「用途地域等の指定及び見直しの
基本的考え方」（案）<市民意見募集>

…令和３(2021)年12月15日
～令和４(2022)年１月14日

諮 問 …令和２(2020)年１月17日

答 申 …令和３(2021)年８月27日

「用途地域等の指定及び見直しの
基本的考え方」【策定】

…令和４(2022)年３月

都市計画市素案
‹縦覧（閲覧）›<公述申出の受付>

…令和５(2023)年７月14日
～７月28日

■これまでの経緯 8

都市計画市素案（案）
‹縦覧（閲覧）›<意見書の受付>

…令和４(2022)年10月12日
～11月30日

今 回

小委員会での検討（計６回）

[第１回]令和２(2020)年３月30日

～[第６回]令和３(2021)年５月25日

今 回



１ 見直しの背景

２ 見直しの基本的考え方
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■説明の流れ 9



≪基本姿勢≫

１ 郊外住宅地における地域住民の生活の質の向上に
つながる取組の強化・推進

２ ライフスタイルに応じた自由な住まい方や働き方を
選択できる新たな郊外住宅地の創出

３ ＳＤＧｓや脱炭素化を意識したまちづくりの推進

４ 都市を再生し、地域の価値向上を図るための都市
計画制度の運用

５ 用途地域等の柔軟かつ機動的な見直し

５つの基本姿勢のもとで用途地域等の見直しを行い、
市民の暮らしやすさの向上や多様な活動の実現等を図る

■見直しの基本的考え方 10

１ 郊外住宅地における地域住民の生活の質の向上に
つながる取組の強化・推進

２ ライフスタイルに応じた自由な住まい方や働き方を
選択できる新たな郊外住宅地の創出

３ ＳＤＧｓや脱炭素化を意識したまちづくりの推進

４ 都市を再生し、地域の価値向上を図るための都市
計画制度の運用

５ 用途地域等の柔軟かつ機動的な見直し
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■都市計画市素案 12

第一種低層住居専用地域から第二種低層住居専用地域への変更見直し１

特別用途地区の指定見直し２

第一種低層住居専用地域内の指定容積率の変更見直し３

工業系用途地域から住居系用途地域への変更見直し４

軽易な変更等見直し５

郊外住宅地の魅力向上の視点point

安全、安心なまちづくり、ゆとりある住空間の創出の視点point

その他の見直しpoint

緑化地域の拡大見直し６



第一種低層住居専用地域から第二種低層住居専用地域への変更見直し１

郊外住宅地の魅力向上の視点 13point

郊外部に広く指定した第一種低層住居専用地域では、
良好な住環境が形成されてきたが、超高齢社会の進行や
老朽化建築物・空き家等の増加など、様々な課題が顕在化

超高齢社会の進行は、地域住民の方々の生活圏域の
変化につながり、起伏に富んだ地形の住宅地や、最寄りの
日用品販売店舗までの距離の遠さなど、特に高齢者等の
生活利便性の面で大きな課題

新型コロナウイルスの感染症拡大を契機とした、生活
サービスの利便性向上や近隣のコミュニティとの関わりに対す
るニーズの高まりへの対応など、今後の郊外住宅地の魅力
向上に向けて、社会状況の変化を的確に踏まえたまちづくり
を推進していく必要がある



第一種低層住居専用地域が広く指定されている住宅地
で、小規模な日用品販売店舗等の立地誘導が考えられる
大きな道路沿いを第二種低層住居専用地域に変更

第一種低層住居専用地域から第二種低層住居専用地域への変更

第一種低層住居専用地域 第二種低層住居専用地域

理髪店・美容院 クリーニング取次店 など

日用品販売店舗や喫茶店などの
独立した店舗の建築が可能に

◯用途地域の制限により建築できる店舗等

日用品販売店舗 喫茶店 パン屋

見直し１

（床面積150㎡以下、２階以下等の制限あり）

14

店舗兼用住宅
店舗部分の床面積の合計
・50㎡以下
・延べ面積の1/2以下

※独立した店舗は建築不可



第一種低層住居専用地域から第二種低層住居専用地域への変更見直し１

【主な選定基準】

◯半径500ｍの徒歩圏域の大きさ
（概ね80ha）より広く指定された
第一種低層住居専用地域のうち、

◯主要な地域道路※など、大きな
道路の沿道
※主要な地域道路
都市計画マスタープラン各区プラン
に位置付けられた「主要な地域道路」

[除外する区域] 
地域特性を踏まえたルール（地区計画、
建築協定、地域まちづくりルール等）が
定められている区域

用 途 地 域 を
変更する区域

用途地域を変更する区域

第一種低層住居専用地域

15

変更地区数・面積 95地区・約342ha



２５ｍ

２５ｍ

16

沿道利用を
想定

主要な地域道路などの大きな道路から
原則、25ｍの範囲の沿道に指定

第二種低層住居専用地域に
変更する区域

第一種低層住居専用地域から第二種低層住居専用地域への変更見直し１ 16

指定例



容積率、建蔽率、高さ等
の形態制限の変更なし

※後述【見直し３】指定容積率の
変更を併せて行う区域を除く。

第一種低層住居専用地域から第二種低層住居専用地域への変更見直し１

都市計画 変更前 変更後

用途地域
容積率／建蔽率

敷地面積の最低限度

第一種低層住居専用地域
60％／40％ 80％／40％

165㎡ 125㎡

第二種低層住居専用地域
60％／40％ 80％／40％

165㎡ 125㎡

高度地区（最高限） 第１種 第１種

防火地域及び準防火地域 無指定 無指定

緑化地域 緑化地域 緑化地域

具体的な区域（例） 都市計画を
変更する区域

40
60

40
80

50
80

50
100

40
80

≪凡例≫

40
80 容積率

建蔽率

第一種低層住居専用地域

第一種低層
住居専用地域

17

容積率、建蔽率、高さ等
の形態制限の変更なし

※後述【見直し３】指定容積率の
変更を併せて行う区域を除く。

形態制限
変更なし



近年、コンビニやミニスーパーなどの日用品販売店舗は、
従来の食料品や日用品の販売に加え、生鮮食料品の販売
や公共料金・税金等の納付、住民票の写し等の交付、ATM
による入出金、宅配便の受け渡しなど、商品構成や機能の
多様化が進み、地域住民の重要な生活インフラになっている

そうした中、コンビニエンスストアの標準的な床面積は200
～250㎡程度となっている

また、人々の働き方の多様化が進み、場所や方法に捉わ
れない柔軟なワークスタイルの需要がある

特別用途地区の指定見直し２

郊外住宅地の魅力向上の視点 18point



特別用途地区の指定

◯ 第一種低層住居専用地域

◯ 第二種低層住居専用地域
の一部に指定

見直し２ 19

一定規模（床面積250㎡）までの日用品販売店舗や小規

模な喫茶店・パン屋等、また、地域住民のための働く場等

の立地誘導が考えられる地区に特別用途地区を指定



＜特別用途地区内の建築物の用途の制限＞

特別用途地区の指定見直し２

特別用途地区とは

◯用途地域を補完する都市計画の制度

◯特別の目的から特定の用途の利便の増進又は環境の
保護等を図るため、建築基準法に基づき地区の特性や
課題に応じて地方公共団体が定める条例で建築物の
用途に係る規制の強化又は緩和を行うため定めるもの

… 用途地域による制限用途地域

特別用途地区
… 特別用途地区による制限

（特定の用途の強化・緩和）

20



用途地域による制限 特別用途地区による制限の緩和

第
一
種
低
層
住
居
専
用
地
域

第
二
種
低
層
住
居
専
用
地
域

店舗兼用住宅
店舗部分の床面積

・50㎡以下
・延べ面積の1/2以下

喫茶店・パン屋等 事務所

（床面積150㎡以下、２階以下等）

日用品販売店舗 喫茶店・パン屋等

（床面積150㎡以下、２階以下等）

※独立した店舗は建築不可

◯特別用途地区の指定により建築できる店舗等

日用品販売店舗

床面積250㎡以下
、２階以下等

事務所

床面積150㎡以下
、２階以下等

特別用途地区の指定見直し２ 21



【適合要件】
・幅員４ｍ以上の道路への接道
・接道長さ･主要な出入口位置の制限
・隣地に向けた排気フード等の設置不可

用途地域により
１５０㎡まで建築可

１低

１低

２低

特別用途地区区域

≪指定イメージ≫

建築物の用途制限 用途地域 特別用途地区

第一種低層住居専用地域 建築不可 １５０㎡まで建築可

第二種低層住居専用地域 １５０㎡まで建築可 １５０㎡まで建築可

特別用途地区の指定（建築できる用途･要件）見直し２ 22

・食堂又は喫茶店
・理髪店・美容院・クリーニング取次店・質屋等のサービス業用店舗、

学習塾、華道教室、囲碁教室等
・建具屋等のサービス業用店舗、パン屋・米屋・豆腐屋・菓子屋等

（作業場床面積合計５０㎡以下、原動機出力制限あり）

特別用途地区により
１５０㎡まで建築可

特別用途地区により
１５０㎡まで建築可



特別用途地区の指定（建築できる用途･要件）見直し２ 23

事務所

【適合要件】
・幅員４ｍ以上の道路への接道
・接道長さ･主要な出入口位置の制限

建築物の用途制限 用途地域 特別用途地区

第一種低層住居専用地域 建築不可 １５０㎡まで建築可

第二種低層住居専用地域 建築不可 １５０㎡まで建築可

≪指定イメージ≫

１低

１低

２低

特別用途地区区域

特別用途地区により
１５０㎡まで建築可

特別用途地区により
１５０㎡まで建築可

特別用途地区により
１５０㎡まで建築可



特別用途地区の指定（建築できる用途･要件）見直し２ 24

日用品販売店舗
（コンビニエンスストア、ミニスーパー 等）

特別用途地区区域

建築物の用途制限 用途地域 特別用途地区

第一種低層住居専用地域 建築不可 建築不可

第二種低層住居専用地域 １５０㎡まで建築可 ２５０㎡まで建築可

１低

【適合要件】
・敷地過半が第二種低層住居専用地域内
・主要な地域道路などへの接道
・接道長さ･主要な出入口位置の制限
・隣地境界線から１ｍ以上の外壁後退
・隣地に向けた排気フード等の設置不可
・自動車駐車場の設置
・自動車駐車場の出入口位置等の制限

（交差点からの距離、見通し空間等の確保等）

１低

≪指定イメージ≫

用途地域・特別用途地区
ともに建築不可

用途地域・特別用途地区
ともに建築不可

２低

主要な地域道路など

特別用途地区により
２５０㎡まで建築可



特別用途地区の指定見直し２

【主な選定基準】

◯半径500ｍの徒歩圏域の大きさ
（概ね80ha）より広く指定された
第一種低層住居専用地域のうち、

◯高齢化率の高い地域

かつ、

◯既存小売店から離れている地域

[除外する区域]
地域特性を踏まえたルール（地区計画、
建築協定、地域まちづくりルール等）が
定められている区域

特別用途地区を指定する区域

特別用途地区を
指定する区域

第一種低層住居専用地域

第二種低層住居専用地域

25

指定地区数・面積 ４地区・約816ha



特別用途地区の指定見直し２

都市計画 変更前 変更後

特別用途地区 無指定 特別用途地区

具体的な区域（例） 特別用途地区を
指定する区域

第一種低層
住居専用地域

第一種低層
住居専用地域

第二種低層
住居専用地域

第一種低層
住居専用地域

建築協定の区域を除く

26



容積率80％建蔽率50％が指定された第一種低層住居専用
地域の中には、比較的小規模な敷地や、昭和55（1980）年
以前の旧耐震基準で建てられた建築物が多く立地する地区
が存在

敷地面積と容積率との関係によって、建替えや増築の際に
ゆとりある住空間を生み出すことが難しい場合がある

新型コロナウイルス感染症拡大を契機として、居住者の
ニーズや生活スタイル等に応じた機能性・可変性の高い
住空間の需要が高まっており、豊かな暮らしを実現する上で
住まいには一定以上の広さが必要

第一種低層住居専用地域内の指定容積率の変更見直し３

安全、安心なまちづくり、ゆとりある住空間の創出の視点 27point



築年数の経過した住宅の建替えを促すとともに、住まい
の居住性や安全性の確保及び環境性能の向上等を図る

第一種低層住居専用地域内の指定容積率の変更見直し３

（例） 敷地面積が100㎡の場合

変更前（容積率80％） 変更後（容積率100％）

建築できる床面積

80㎡

防火規制なし

建築できる床面積

100㎡

準防火地域

28

容積率80％・建蔽率50％を指定した地区のうち、小規模な
敷地が多く、かつ、築年数の経過した住宅が多く建ち並ぶ
地区を、容積率80％から100％に緩和
あわせて、準防火地域を指定し、敷地面積の最低限度

を125㎡から100㎡に変更します。



第一種低層住居専用地域内の指定容積率の変更見直し３

※誘導居住面積水準とは
住生活基本計画（全国計画）で示された住宅の面積に

関する水準
世帯人数に応じて、豊かな住生活の実現を前提として

多様なライフスタイルに対応するために必要と考えられる
住宅の面積に関する水準

３人世帯の場合の
誘導居住面積水準

100㎡

（参考）誘導居住面積水準の算出方法

単身者の場合 55㎡

２人以上の世帯の場合 （25㎡×世帯人数）＋25㎡

29



第一種低層住居専用地域内の指定容積率の変更見直し３

【主な選定基準】

◯第一種低層住居専用地域
容積率80％、建蔽率50％
最低敷地面積125㎡
外壁後退制限なし

のうち、

◯敷地面積125㎡未満の敷地が
概ね過半を占める地域

かつ、
◯旧耐震基準で建てられた建物が

概ね過半を占める地域

指定容積率を
変更する区域

指定容積率を変更する区域

第一種低層住居専用地域

30

変更地区数・面積 13地区・約154ha



第一種低層住居専用地域内の指定容積率の変更見直し３

具体的な区域（例） 都市計画を
変更する区域

第一種低層
住居専用地域

31

変更前 変更後

用途地域
容積率／建蔽率

敷地面積の最低限度

第一種低層住居専用地域
80％／50％

125㎡

第一種低層住居専用地域
100％／50％

100㎡

高度地区（最高限） 第１種 第１種

防火地域及び準防火地域 無指定 準防火地域

緑化地域 緑化地域 緑化地域



工業系用途地域から住居系用途地域への変更

工業系用途地域の中で、土地利用転換が進み、工場が
住宅等に建て替わった住宅地について、住環境の保全を
目的として、住居系用途地域に変更

見直し４

土
地
利
用
転
換

の
進
行

建替えにより
一戸建ての住宅や
共同住宅等に転換

元々、
工場や倉庫などが立地

【かつての土地利用】

その他の見直し 32point

土
地
利
用
転
換

の
進
行

【現在の土地利用】



工業系用途地域から住居系用途地域への変更見直し４

【主な選定基準】

◯・準工業地域
・工 業 地 域 のうち、

◯工業系用途の土地利用なし

かつ、

◯建築物が住宅等に建て替わって
いる地区

用 途 地 域 を
変更する区域

用途地域を変更する区域

準工業地域

工業地域

33

変更地区数・面積 ２地区・約11ha



工業系用途地域から住居系用途地域への変更見直し４

具体的な区域（例） 都市計画を
変更する区域

【変更前】 【変更後】

準工業地域 第一種住居地域

34

変更前 変更後

用途地域
（容積率／建蔽率）

準工業地域
（200％／60％）

第一種住居地域
（200％／60％）

高度地区（最高限） 第５種 第４種

防火地域及び準防火地域 準防火指定 準防火地域

緑化地域 無指定 緑化地域



◯ 第７回線引き全市見直し地区の対応

第７回線引き全市見直し（平成30(2018)年３月告示）で
市街化区域に編入した地区で、編入前の建築制限を鑑み
対応が必要な地区の用途地域の変更

軽易な変更等

◯ 市街化調整区域内に指定されている用途地域の対応

用途地域の指定を解除

[参考] 都市計画法 第13条第１項第７号（抜粋）
（略）市街化調整区域については、原則として用途地域を

定めないものとする。

見直し５ 35

変更地区数・面積 ６地区・約44ha



現在、住居系の用途地域全域に指定している緑化地域
について、臨港地区を除く商業系用途地域に指定を拡大

≪平成29年 都市緑地法改正≫

都市における緑化をより一層推進するため、
緑化技術の進展による壁面緑化等の普及を踏まえた
緑化地域の緑化率の算定方法の変更などにより、
商業系用途地域への指定効果が見込まれるように
なった

緑化地域の拡大見直し６ 36

背 景



緑化地域の拡大見直し６

住居系用途地域に指定

【変更前】 【変更後】
臨港地区を除く商業系用途地域に拡大指定

緑化地域の区域 緑化率の最低限度

住居系用途地域 10％

37

緑化地域の区域 緑化率の最低限度

住居系用途地域 10％

商業系用途地域（除く、臨港地区） ５％ ※

※ これまでの「緑の環境をつくり育てる条例」
に基づく建築行為に伴う緑化協議と同様

追加指定面積

約2,721ha
《凡例》 《凡例》



その他の変更 38

事務的変更

道路の整備や水路の改修等の地形地物の変化に伴う
用途地域の境界線の変更

イメージ（例）

用途地域
の境界線

用途地域
の境界線

１中高 １中高

旧境界線

≪変更前≫ ≪変更後≫

１ 低１ 低

拡幅整備後の
道路区域

指定当時の
道路区域



１ 見直しの背景

２ 見直しの基本的考え方

４ 今後の都市計画手続

３ 都市計画市素案

■説明の流れ 39



都
市
計
画
市
素
案
説
明
会

（
令
和
５
年
６
月
30
日
～
７
月
28
日
）

都
市
計
画
市
素
案
の
縦
覧
【
２
週
間
】

（
令
和
５
年
７
月
14
日
～
７
月
28
日
）

公述申出受付
【２週間】

公
聴
会
（
令
和
５
年
９
月
６
日
）

※

公
述
申
出
が
あ
っ
た
場
合
に
開
催

都
市
計
画
法
に
基
づ
く

都
市
計
画
案
の
縦
覧
【
２
週
間
】

横
浜
市
都
市
計
画
審
議
会

都
市
計
画
変
更
告
示

意見書受付
【２週間】

■今後の都市計画手続 40

質問書受付
6/30～7/13



受付期間
※期間内必着

第
1
次

［受付］令和５年６月30日（金）～７月６日（木）
⇒［回答］令和５年７月11日（火）公表予定

第
２
次

［受付］令和５年７月７日（金）～７月13 日（木）
⇒［回答］令和５年７月20日（木）公表予定

提出方法

① 電子申請 横浜市ホームページから電子申請が出来ます。

※メンテナンス時間中（不定期）は、ご利用になれません。

② 書面（郵送又は持参）
「住所」「連絡先」「氏名」「案件名」「質問内容」をご記入の上、
期間内必着で建築局都市計画課へ郵送又は持参してください。

［提出先］
〒231- 0005 横浜市中区本町6丁目50番地の10 市庁舎25階
（窓口受付時間：土・日を除く午前８時45分～午後５時15分）
※様式は自由です。

■質問書の受付

市素案についての質問書を、どなたでも提出することができます。

41



■都市計画市素案の縦覧（閲覧）

縦覧（閲覧）
期 間

令和５年７月14日（金）～７月28日（金）
（土・日・祝日を除く）

縦覧場所
建築局都市計画課
（受付時間：午前８時45分～午後５時15分）

閲覧場所
各区区政推進課（中区を除く）
（受付時間：午前８時45分～午後５時00分）
※当該区の都市計画市素案の写しを閲覧できます。

※ 横浜市ホームページでも、都市計画市素案の概要をご覧になれます。

42



受付期間 令和５年７月14日（金）～令和５年７月28日（金）

申出方法

① 電子申請 横浜市ホームページから電子申請が出来ます。

※メンテナンス時間中（不定期）は、ご利用になれません。

②書面（郵送又は持参）
「住所」「連絡先」「氏名」「案件名」「意見の要旨」をご記入の上、
期間内必着で建築局都市計画課へ郵送又は持参してください。

［提出先］
〒231- 0005 横浜市中区本町6丁目50番地の10 市庁舎25階
（窓口受付時間：土・日・祝日を除く午前８時45分～午後５時15分）
※公述申出書の様式は自由です。

参考様式を縦覧（閲覧）場所で配布しているほか、横浜市ホーム
ページでダウンロードできます。

※７月28日（金）午後５時15分 申請完了又は必着

■公述申出の受付

関係住民及び利害関係人は、市素案に対して公開の場で意見を述べる
機会である【公聴会】での公述を申し出ることができます。
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日 時 令和５年９月６日（水）午後２時開始

場 所
関内ホール（小ホール）
（横浜市中区住吉町４－42－１）

※10名を超える申出があった場合は抽選を行います。
（詳細は後日直接御連絡します。）

※公聴会の開催の有無は、８月２日（火）以降に、
横浜市ホームページ等で御確認ください。

■公聴会（※公述の申出があった場合に開催） 44



用途地域等の見直し区域
（都市計画市素案）

横浜市ホームページ
『用途地域等の全市的な見直し』

現在の用途地域等

ｉマッピー
（横浜市行政地図情報提供システム）

■都市計画市素案等の調べ方 45



横浜市 建築局 都市計画課

横浜市中区本町６丁目50-10 市庁舎25階

電話 ０４５－６７１－２６５８

■お問合せ先 46


